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東与賀海岸での漂着ごみ拾い大会

海岸清掃の状況
（写真はイメージ）

問　
東
よ
か
干
潟
の
自
然
環
境
を
子

ど
も
た
ち
の
未
来
へ
つ
な
い
で
い
く

た
め
に
も
、
干
潟
の
保
全
活
動
が
重

要
だ
と
考
え
る
。
干
潟
の
保
全
活
動

に
つ
な
げ
る
た
め
、
ま
た
干
潟
を
知

る
き
っ
か
け
づ
く
り
と
し
て
、
チ
ー

ム
対
抗
で
漂
着
ご
み
を
回
収
す
る
「
漂

着
ご
み
拾
い
大
会
」
を
開
催
し
て
は

ど
う
か
。

答
　
東
よ
か
干
潟
に
は
、
河
川
を

通
し
て
流
れ
着
い
た
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
ご
み
な
ど
が
、
大
雨
の
際
に
多

く
漂
着
す
る
。
多
様
な
生
き
物
が

生
息
し
、
世
界
に
認
め
ら
れ
た
す

ば
ら
し
い
東
よ
か
干
潟
を
未
来
へ

引
き
継
ぐ
た
め
に
、
清
掃
活
動
は

大
切
だ
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、

地
域
な
ど
の
呼
び
か
け
で
清
掃
活

動
を
行
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、

深
く
感
謝
し
て
い
る
。「
漂
着
ご
み

拾
い
大
会
」
は
、
市
民
の
皆
さ
ま

に
漂
着
ご
み
の
現
状
を
知
っ
て
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
干
潟
保
全

に
つ
な
が
る
取
り
組
み
と
思
う
の

で
、
今
後
、
開
催
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
き
た
い
。

（自民清流）

重
しげまつ

松  徹
とおる 21

不登校対策の充実・強化を！ （ネットワーク佐賀）

松
まつなが

永  憲
けんめい

明 22

学校…？
気が重たいなあ…

問　
不
登
校
児
童
・
生
徒
の
数
が
年
々

増
加
し
て
い
る
が
①
不
登
校
者
数
の

実
態
は
②
取
り
組
み
と
課
題
は
③
不

登
校
の
子
ど
も
が
落
ち
着
け
る
場
所

と
し
て
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
「
く
す

の
実
」
が
あ
る
が
、
市
に
一
カ
所
だ

け
で
は
対
応
が
厳
し
い
の
で
は
。
北

部
地
域
に
も
設
置
す
べ
き
で
は
な
い

か
。

答
　
①
令
和
６
年
度
調
査
で
は
小

学
生
１
７
７
人
、
中
学
生
２
８
２

人
②
不
登
校
支
援
に
関
わ
る
さ
ま

ざ
ま
な
立
場
の
職
員
を
配
置
し
取

り
組
み
を
行
っ
て
き
た
が
、
不
登

校
に
な
る
前
の
サ
ポ
ー
ト
や
緩
や

か
な
学
校
復
帰
の
た
め
の
居
場
所

づ
く
り
が
必
要
な
学
校
が
増
え
て

い
る
。
ま
た
、
一
人
一
人
に
対
応

す
る
時
間
が
十
分
に
確
保
し
づ
ら

く
な
っ
て
き
て
い
る
。
支
援
体
制

の
強
化
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
③

児
童
・
生
徒
が
自
分
で
通
え
る
場

所
で
の
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
が

効
果
的
な
支
援
に
つ
な
が
る
と
考

え
る
。
校
内
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー

の
設
置
の
拡
充
を
進
め
た
い
。

特
別
委
員
会
最
終
報
告

　

市
民
の
安
全
を
最
優
先
と
す
る
観
点
か
ら
以

下
の
事
項
に
つ
い
て
、
市
は
防
衛
省
に
対
し
そ

の
徹
底
を
求
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

①
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て

　
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
事
故
の
状
況
、
原

因
究
明
の
進
捗
、
再
発
防
止
策
に
至
る
ま
で
、

速
や
か
に
、
か
つ
正
確
な
情
報
を
市
民
に
公
開

す
る
こ
と
。
ま
た
、情
報
公
開
に
当
た
っ
て
は
、

市
民
が
理
解
し
や
す
い
形
で
説
明
す
る
こ
と
。

②
訓
練
に
係
る
情
報
提
供
に
つ
い
て

　
佐
賀
駐
屯
地
に
お
い
て
夜
間
訓
練
等
が
実
施

さ
れ
る
場
合
は
、
市
民
の
生
活
環
境
へ
の
影
響

が
大
き
い
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
事
前
に

市
民
に
対
し
情
報
提
供
を
行
う
体
制
を
構
築
す

る
こ
と
。
ま
た
、
訓
練
に
際
し
、
オ
ス
プ
レ
イ

の
安
全
な
運
用
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
市
民

生
活
等
へ
の
影
響
に
十
分
配
慮
す
る
よ
う
努
め

る
こ
と
。

　
本
委
員
会
は
自
衛
隊
の
佐
賀
空
港
利
用
に
よ

る
空
港
運
営
の
変
更
に
伴
う
協
議
に
関
す
る
調

査
の
中
で
、
排
水
対
策
、
騒
音
対
策
、
粉
じ
ん

対
策
、
水
産
業
対
策
、
農
業
対
策
、
自
然
環
境

対
策
お
よ
び
相
談
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、
必

要
な
対
策
が
取
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
今
後
実
際
の
運
用
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の
対

策
が
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

　
防
衛
省
の
助
成
制
度
は
、
地
域
住
民
が
利
用

す
る
集
会
施
設
や
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
設
置
な

　
令
和
４
年
11
月
、
佐
賀
県
有
明
海
漁
業
協
同

組
合
は
空
港
建
設
時
に
佐
賀
県
と
結
ん
だ
自
衛

隊
と
の
空
港
共
用
を
否
定
し
た
公
害
防
止
協
定

書
覚
書
付
属
資
料
の
変
更
に
応
じ
た
。

　
こ
れ
に
伴
い
市
民
の
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
、

騒
音
な
ど
の
環
境
問
題
、
そ
し
て
地
域
経
済
へ

の
影
響
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
課
題
が
想
定
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
令
和
５
年
１
月
23
日
に
本
委

員
会
を
設
置
し
、
26
回
の
委
員
会
を
開
催
し
、

調
査
を
重
ね
て
き
た
。

　
そ
の
結
果
と
し
て
、
次
の
３
点
を
特
記
す
べ

き
事
項
と
し
て
ま
と
め
る
。

佐
賀
空
港
の
自
衛
隊
駐
屯
地
計
画

に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会

自
衛
隊
機
の
安
全
対
策
に
つ
い
て

周
辺
環
境
へ
の
対
策
に
つ
い
て

民
生
安
定
施
設
へ
の
助
成
、
地
域
振
興

策
に
つ
い
て
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ど
、
多
岐
に
わ
た
る
施
設
の
整
備
に
活
用
さ
れ

て
お
り
、
本
市
に
お
い
て
も
こ
の
制
度
を
活
用

し
、
戸
ケ
里
漁
港
の
舗
装
工
事
や
佐
賀
市
清
掃

工
場
の
大
規
模
改
修
に
対
し
補
助
を
受
け
る
見

込
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
助
成
制
度
は
あ

く
ま
で
防
衛
施
設
に
関
す
る
障
害
の
緩
和
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
助
成
制
度
の
適

用
範
囲
や
金
額
、
手
続
き
に
つ
い
て
、
今
後
も

情
報
収
集
に
努
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
、
駐
屯
地
の
設
置
・
運
用
が
市
民
生
活

と
共
存
・
共
生
し
て
い
く
た
め
、
市
は
防
衛
省

に
対
し
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
実
施
・
行
動

を
求
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

①
雇
用
創
出
と
市
内
企
業
振
興

　
駐
屯
地
関
連
施
設
の
工
事
、
業
務
委
託
、
物

品
、役
務
等
の
発
注
お
よ
び
調
達
に
お
い
て
は
、

ロ
ー
カ
ル
発
注
を
基
本
と
し
て
、
市
内
企
業
を

積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
。
ま
た
、
駐
屯
地
で

働
く
自
衛
隊
員
や
そ
の
家
族
に
よ
る
、
市
内
の

商
店
や
サ
ー
ビ
ス
業
の
利
用
を
促
進
す
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。

②
地
域
と
の
交
流
促
進

　
自
衛
隊
員
と
市
民
と
の
交
流
を
促
進
す
る
た

め
、
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
へ
の
積
極
的
な
参
加
を

促
す
こ
と
。
ま
た
、
駐
屯
地
施
設
の
市
民
へ
の

一
部
開
放
や
、
自
衛
隊
が
主
催
す
る
地
域
交
流

イ
ベ
ン
ト
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
。

　
令
和
５
年
11
月
29
日
に
本
委
員
会
が
設
置
さ

れ
て
以
降
、
約
２
年
間
、
８
回
の
委
員
会
を
開

催
し
た
ほ
か
、
愛
知
県
一
宮
市
や
福
井
県
福
井

市
、
山
梨
県
甲
府
市
等
へ
の
視
察
、
佐
賀
中
部

保
健
福
祉
事
務
所
へ
の
現
地
視
察
な
ど
、
鋭
意

調
査
、
研
究
を
重
ね
て
き
た
。

　
現
在
、市
で
は
、県
と
実
務
レ
ベ
ル
で
の
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
等
に
よ
り
、
移
譲
事
務
に
関

す
る
情
報
共
有
や
課
題
の
洗
い
出
し
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
、
中
核
市
移
行

を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
、
執
行
部
に
対
し
、

次
の
事
項
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
を
行
う
よ
う

に
求
め
る
。

中
核
市
移
行
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
会

人
材
確
保
・
育
成

財
源
確
保
・
財
政
の
健
全
化

市
民
へ
の
周
知

さ
ら
な
る
取
り
組
み
の
検
討

県
と
の
連
携

議
会
へ
の
報
告

　
保
健
衛
生
分
野
の
事
務
に
お
い
て
は
医
師
、

薬
剤
師
、
獣
医
師
等
が
、
ま
た
環
境
分
野
の
事

務
に
お
い
て
は
化
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を

有
す
る
職
員
が
必
要
に
な
る
た
め
、
計
画
的
な

人
材
の
確
保
を
検
討
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
移

譲
を
受
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
務
を
効
果
的
に
活

用
し
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
社
会
情
勢
の

変
化
や
市
民
ニ
ー
ズ
へ
の
迅
速
な
対
応
に
つ
な

げ
て
い
く
た
め
に
は
、
職
員
の
資
質
向
上
が
不

可
欠
で
あ
り
、
職
員
研
修
や
佐
賀
県
へ
の
職
員

派
遣
、
人
事
交
流
等
に
よ
る
計
画
的
な
人
材
育

成
を
検
討
す
る
こ
と
。

　
ま
た
、
佐
賀
県
単
独
事
務
お
よ
び
特
例
条
例

事
務
の
移
譲
に
つ
い
て
は
、
法
定
移
譲
事
務
と

の
関
連
を
考
慮
し
つ
つ
市
民
福
祉
の
向
上
の
観

点
か
ら
受
け
入
れ
を
判
断
す
る
こ
と
。

　
事
務
移
譲
に
伴
う
事
務
量
の
増
加
へ
の
対
応

に
つ
い
て
は
、
過
度
な
職
員
負
担
と
な
ら
な
い

よ
う
、
県
と
の
移
譲
事
務
協
議
と
並
行
し
て
、

事
務
量
増
加
に
見
合
っ
た
適
正
な
人
員
配
置
を

検
討
す
る
こ
と
。

　
事
務
移
譲
に
伴
う
事
業
費
、
人
件
費
等
の
運

営
経
費
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税
で

全
額
措
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
保

健
所
整
備
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
費
用
に
つ
い

て
は
、
国
等
の
財
政
措
置
が
な
い
。
地
方
分
権

が
推
進
さ
れ
る
中
で
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た

き
め
細
か
な
施
策
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
交

付
税
措
置
の
み
な
ら
ず
、
自
助
努
力
に
よ
り
安

定
し
た
財
源
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で

あ
り
、
財
政
措
置
に
係
る
動
向
を
注
視
す
る
と

と
も
に
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
行
財
政
運
営

に
よ
る
財
源
確
保
・
財
政
の
健
全
化
に
努
め
る

こ
と
。

　
ま
た
、施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
柔
軟

な
対
応
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
既
存
施
設
の

活
用
や
広
域
連
携
、
民
間
委
託
な
ど
も
考
慮
し

財
政
負
担
の
効
率
化
を
検
討
す
る
こ
と
。

　
中
核
市
に
対
す
る
市
民
理
解
の
浸
透
に
努
め

る
こ
と
。
可
能
な
限
り
、
市
広
報
誌
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
を
通
じ
て
、
継
続
的
に
中
核
市
移

行
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
。

　
基
本
と
し
て
法
定
移
譲
事
務
を
中
心
に
、
移

譲
さ
れ
る
事
務
を
精
査
し
、
体
制
を
整
備
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
市
独
自
の
県
費
負
担
教

職
員
の
研
修
や
中
核
市
に
な
れ
ば
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
連
携
中
枢
都
市
圏
、
児
童
相
談
所

の
設
置
に
つ
い
て
も
影
響
や
効
果
の
調
査
研
究

を
行
い
、
そ
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
。

　
中
核
市
移
行
に
つ
い
て
は
、
県
と
の
連
携
が

不
可
欠
で
あ
る
。
引
き
続
き
県
と
の
連
携
体
制

の
構
築
に
努
め
る
こ
と
。

　
今
後
の
中
核
市
移
行
に
関
す
る
検
討
状
況
や

佐
賀
県
と
の
協
議
内
容
等
に
つ
い
て
、
適
宜
議

会
に
報
告
す
る
こ
と
。
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左から：川副議運副委員長、重田議運委員長、
宮﨑改革検討会会長、久米改革検討会副会長

　
市
議
会
で
は
議
会
運
営
等
改

革
検
討
会
に
お
い
て
、
議
会
改

革
に
関
す
る
協
議
等
を
行
っ
て

い
ま
す
。
今
回
、「
委
員
会
の

在
り
方（
オ
ン
ラ
イ
ン
委
員
会
）

に
関
す
る
検
討
」
を
協
議
し
た

結
果
、
９
月
３
日
に
議
会
運
営

等
改
革
検
討
会
か
ら
議
会
運
営

委
員
会
へ
提
案
書
が
提
出
さ
れ

ま
し
た
。

　
提
案
書
の
詳
細
は
、
佐
賀
市

議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
市
議

会
か
ら
の
お
知
ら
せ
」
に
令
和

７
年
９
月
３
日
付
で
掲
載
し
て

お
り
ま
す
の
で
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

提案書を議会運営委員会へ提出提案書を議会運営委員会へ提出
議会運営等改革検討会

　
九
州
新
幹
線
西
九
州
ル
ー
ト
（
新
鳥
栖
―
武

雄
温
泉
間
）
が
も
た
ら
す
経
済
効
果
や
自
治
体

が
負
担
す
る
財
源
等
の
課
題
に
関
す
る
諸
種
調

査
を
行
う
た
め
、
令
和
５
年
12
月
20
日
に
本
委

員
会
を
設
置
し
た
。

　
国
土
交
通
省
鉄
道
局
、
Ｊ
Ｒ
九
州
等
の
関
係

者
、
当
事
者
以
外
の
識
者
と
し
て
大
学
教
授
を

参
考
人
招
致
す
る
な
ど
計
14
回
の
委
員
会
を
開

催
し
、
ま
た
、
福
井
市
や
敦
賀
市
、
武
雄
市
や

鹿
島
市
等
へ
の
視
察
に
よ
り
、
調
査
を
重
ね
て

き
た
。 九

州
新
幹
線
整
備
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
会

主
な
調
査
項
目
ご
と
の
調
査
状
況

調
査
結
果
（
委
員
会
と
し
て
の
意
見
）

　
主
な
調
査
内
容
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

①
新
幹
線
の
整
備
方
式
に
つ
い
て

　
国
と
Ｊ
Ｒ
九
州
は
フ
ル
規
格
で
の
整
備
が
よ

い
と
し
て
い
る
が
、
県
は
フ
ル
規
格
で
の
議
論

を
す
る
場
合
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
延
長
線
上

で
は
な
く
、
全
く
新
し
い
発
想
で
の
議
論
が
必

要
で
あ
り
、
現
行
の
ス
キ
ー
ム
で
の
合
意
は
困

難
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

②
財
政
負
担
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
体
の
負
担
は
、
全
国
新
幹
線
鉄
道

整
備
法
（
全
幹
法
）
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
県
は
全
幹
法
ど
お
り
で
は
な
く
、

受
益
な
ど
を
考
慮
し
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
ま
た
、
全
幹
法
に
よ
り
佐
賀
市

に
も
負
担
を
求
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、

現
時
点
で
具
体
的
な
割
合
や
金
額
は
不
明
で
あ

る
。

③
地
域
振
興
に
つ
い
て

　
国
と
Ｊ
Ｒ
九
州
は
、
フ
ル
規
格
で
の
整
備
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
想
定
し
て
い
る
。
一
方
、

県
は
在
来
線
、
財
政
負
担
な
ど
を
セ
ッ
ト
で
議

論
す
る
必
要
が
あ
り
、
フ
ル
規
格
で
の
議
論
を

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
土
交
通
省
鉄
道
局
か
ら

の
将
来
展
望
の
提
示
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

　
調
査
の
結
果
、
今
後
、
執
行
部
が
九
州
新
幹

線
整
備
に
関
す
る
調
査
・
検
討
を
進
め
て
い
く

上
で
、
以
下
の
取
り
組
み
を
求
め
る
。

①
将
来
を
見
据
え
た
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

　
新
幹
線
は
着
工
か
ら
開
業
ま
で
数
十
年
か
か

る
事
業
で
あ
る
。
新
幹
線
開
業
の
有
無
に
関
わ

ら
ず
、
目
先
で
は
な
く
数
十
年
先
の
将
来
を
見

据
え
た
ま
ち
づ
く
り
を
検
討
す
る
こ
と
。

　
仮
に
新
幹
線
を
開
通
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
に
は
、
開
通
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、

新
幹
線
開
通
を
ま
ち
づ
く
り
に
ど
う
生
か
す
の

か
広
範
な
検
討
を
行
う
こ
と
。

　
そ
の
際
に
は
、
地
域
の
人
々
を
巻

き
込
ん
だ
形
で
の
ま
ち
づ
く
り
を
模

索
し
て
い
く
こ
と
。

②
情
報
収
集
と
意
思
表
示
に
つ
い
て

　
新
幹
線
開
業
に
対
す
る
視
点
は
、

国
、
Ｊ
Ｒ
九
州
、
佐
賀
県
、
佐
賀
市

で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
が
あ
る

こ
と
を
常
に
意
識
し
、
情
報
収
集
に

努
め
る
こ
と
。

　
ま
た
、
在
来
線
の
利
便
性
の
確
保

等
、
佐
賀
市
と
し
て
の
意
思
を
適
時

適
切
に
表
明
し
て
い
く
こ
と
。

③
議
会
へ
の
報
告
に
つ
い
て

　
九
州
新
幹
線
整
備
に
関
す
る
動
向

は
、
佐
賀
市
の
将
来
を
見
据
え
た
ま

ち
づ
く
り
を
議
論
す
る
上
で
非
常
に

重
要
な
要
素
で
あ
り
、
近
隣
市
町
へ

の
影
響
も
重
要
な
問
題
と
な
る
。
そ

れ
ら
の
重
要
性
を
鑑
み
、
今
後
も
引

き
続
き
、
適
宜
、
議
会
へ
の
報
告
を

行
う
こ
と
。


